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Ⅰ　はじめに
2019 年末から始まった新型コロナ・ウィルス

の爆発的流行は，今も世界に大きな衝撃を与えつ
づけている．感染症は人の移動によって拡大する
ため，医療だけでなく社会，経済，政治でのあら
ゆる対応が求められた．なかでも中国は，都市封
鎖と操業停止，PCR 検査の徹底，健康コードに
よる管理など「ゼロ・コロナ」を目指した厳格な
防疫対策を実行した．その過程において，社会保
障の役割にも従来とは異なる変化の兆しが見えて
きた．

中国では 2002 年の SARS 禍がそれまでの公的
年金の再編から公的医療保険の普及へと，改革の
重点分野を広げる契機となった．今回のコロナ禍
では，社会保険のなかでも改革が後回しになって
いた失業保険が加入者の拡充へと動きつつある．
まだ方向転換と判断するには時期尚早だが，本稿
ではコロナ時代の失業保険の変化を確認し，デジ
タル時代の雇用に対する意義を考察する．

Ⅱ　失業保険の新局面
1　赤字に転落した社会保険基金

社会保険基金は 2020 年に初めて当年度の収支
が赤字に転落した（図 1）．財政部の 2021 年 9 月
の発表によると，全国の社会保険基金を合算した
20 年の収支決算は，2,008 億 6,700 万元の赤字と
なった．前年（19 年）は 8,411 億元の黒字であっ
たから，対前年比でマイナス 123.9% であり激減
といえる．社会保険基金の残高も初めて減少に転
じ，対前年比でマイナス 2％を記録した（財政部
預算司 2021a）．

タイミングから見て新型コロナの影響が疑われ
るが，中国は初期の厳しい防疫対応が功を奏し，
2020 年の 3 月から 4 月には早くもほぼ全国で経
済活動を再開している．その結果，20 年末には
中国は主要国のなかで唯一プラスの経済成長率を
記録したⅰ．中国の研究者らの試算によれば，社
会保険基金の収支悪化はコロナ禍による景気後退
そのものよりも，コロナ前から実施されていた企
業の負担軽減を目的とする社会保険料の減額・免
除をコロナで延長したことの影響が大きいⅱ．
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図 1　社会保険基金の当年度収支（2017-20 年）

出典：財政部預算司（2021a）「全国社会保険基金結余決算表」より筆者作成

図 2　公的年金の収入（2019-20 年）

出典：財政部預算司（2021b）「全国社会保険基金収入決算表」より筆者作成
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図 3　公的年金の支出（2019-20 年）

出典：財政部予算司（2021c）「全国社会保険基金支出決算表」より筆者作成

図 4 公的医療保険の収入

出典：図 2 に同じ

図 5 公的医療保険の支出

出典：図 3 に同じ
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ただし上記の試算は，あくまで公的年金に関す
るものであることに留意する必要がある．社会保
険基金のなかで年金が最大の比重を占めているた
め，基金全体も赤字へと転落したのであるが，そ
れ以外の社会保険ⅲはコロナ禍で異なる動きを見
せている．たとえば年金の次に規模が大きい公的
医療保険は，逆に新型コロナ下の 2020 年に対前
年比で黒字幅を 7.8% 伸ばしている．

また基礎年金の内訳を見ると，2020 年のコロ
ナ禍で収支に目立った変化が起きたのは，従業員
基礎年金（日本の厚生年金に相当）だけであった．
図 2 と図 3 は基礎年金の収入と支出を年金の種類
ごとにそれぞれ示したものである．これらの図か
らわかるように，公務員基礎年金と住民基礎年金

（日本の国民年金に相当）については，ほとんど
前年度と変わらない規模で推移している．また支
出項目にも顕著な変化は見られない．基礎年金に
次ぐ規模の公的医療保険については，従業員医療
保険と住民医療保険の双方でコロナ禍を挟んだ

2019 年から翌 20 年にかけて収入・支出ともに微
増にとどまっている（図 4，図 5）．

なおコロナ下では社会保険の収入に占める財政
補助の比重が高まった（図 6）．その主たる要因
は，図 2 と図 4 から対前年で保険料収入が減少し
た従業員基礎年金と公務員基礎年金にあることが
確認できる．

2　失業保険の収支から見る変化
いっぽう失業保険は，収入と支出の両方で

2019 年から 20 年に大きな変化が観察できる．ま
ず図 7 は労災保険と失業保険の収入だが，いずれ
も保険料収入が大きく減少している．財政補助の
金額は若干増大しているが，労災保険では 14 億
元から 21 億元への増加であり，全体に占める比
率は 1.8％から 4.3％へと 2.5 ポイントの上昇にと
どまっている．また失業保険にいたっては，19
年までは保険料収入で収支バランスが取れてお
り，政府補助はゼロであった．コロナ禍の 20 年

図 6　全国の社会保険基金の収入に占める財政補助の推移

出典：図 2 に同じ
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には初めて 7 億元の財政補助を得たものの，全体
に占める比率はわずか 0.7% であった．労災と失
業保険については，保険料への依存がいずれの年
も八割を超えている．特に失業保険については，
収入全体に占める保険料の比率は 19 年に 85％，
20 年は 83％とほとんど変化していない．

さらに労災・失業保険は，年金と医療保険に比
べてはるかに規模が小さい．2020 年の公的年金

（就業員基礎年金，住民基礎年金，公務員基礎年
金）の支出総額は失業保険の約 25 倍に相当する．
また同年の公的医療保険（従業員医療保険と住民
医療保険）は，失業保険の 10 倍である．いいか
えれば，労災保険と失業保険については，年金や
医療保険と異なって巨額の財政補助に依存してお
らず，その結果としてコロナ下で保険料の軽減が
施行されると，収入の面で大きな影響を受けたと
いえる．

次に支出の変化を見てみよう．労災について
は，支出総額は 19 年の 801 億元が 20 年には 810
億元へと 1.2% の微増を示した．いっぽう失業保
険の支出は，同期間に対前年比で 64％も増加し
た（図 8）．興味深いのは，その内訳である．失
業保険金の給付と医療保険の給付補助はそれぞれ
15％と 11％と増大しているが，職業訓練・紹介
補助は対前年でマイナス 61％となった．図 8 か
ら一目瞭然のように，20 年における増加の太宗
を占めたのは雇用安定補助であった．その金額は
減少した職業訓練・紹介補助の 2 億元に対して，
478 億元と桁違いに大きく，失業保険金の給付額
である 414 億元を上回った．

ここから見えてくるのは，20 年における失業
保険の支出の大幅な増大が，失業者への給付金と
いうよりも，コロナで経営が悪化に苦しむ使用者
が雇用を維持するために使われた，ということで

図 7　労災保険と失業保険の収入（2019・20 年） 

出典：図 2 に同じ

図 8　失業保険の支出（2019・20 年）

出典：図 3 に同じ
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ある．つまり失業後の救済よりも，失業を予防す
ることに主眼が置かれていた．コロナ前後の全国
都市調査失業率ⅳの推移を見ると，コロナ前はお
おむね 5.0~5.3％で推移していたのが，武漢の封
鎖（2020 年 1 月 23 日〜4 月 8 日）の頃に 5.9~6.2％
でピークに達したのち下がり続け，20 年末には
コロナ前と同じ水準（5.2％）に戻っている．し
たがって，失業者の数は 20 年前半に跳ね上がっ
たものの，年間を通してみると失業保険の受給対
象となった期間は限定的であったといえる．

実際に失業保険金の受給状況を長期トレンドで
見ると，図 9 に示したように 2004 年までが受給
者数の拡張期にあたり，2011 年以降は安定して
いる．また受給額は徐々に増加しているが，賃金
水準の上昇による部分が大きい．2020 年の加入
者数，受給者数，受給金額は，あくまでそれに先
立つ 10 年間の延長線上にあり，顕著な変化は見
られない．この点からも，コロナ禍における失業
保険は，失業保険金の給付以上に雇用維持対策の

費用として機能したことがうかがえる．

3　コロナ下の雇用対策
以上の失業保険の役割は，新型コロナ関連で打

ち出された諸政策からも裏付けることができる．
2020 年 2 月 20 日，国務院（日本の内閣に相当）
の同意を経て，人力資源社会保障部，財政部およ
び国家税務総局は 11 号文件と呼ばれる「企業の
社会保険料を段階的に減免することに関する通
知」を発表し，中小企業については使用者が拠出
する社会保険料のうち年金，失業保険，労災保険
を 5ヶ月間まで即座に免除すること，大企業につ
いては同上 3 種の保険料を 3ヶ月間まで半額に軽
減するとした．さらに，もっとも被害の大きい湖
北省については，企業の規模にかかわらず 5ヶ月
間を上限として 3 種の保険料を免除したⅴ．2 月
から起算すると上限の 5ヶ月は 6 月末までになる
が，コロナの影響の大きさから 6 月には期限が
20 年 12 月末まで延長された．また保険料の納付

図 9　失業保険の加入・受給状況

出典：国家統計局データベースより筆者作成
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を延滞した場合でも年内は罰金が科せられないこ
とになった．

もっともこうした保険料の減免措置はあくまで
も経営コストの負担軽減であり，雇用維持に直結
する効果を上げるには別の種類の対策が必要で
あった．とくに地域間の移動はコロナ感染が見つ
かると厳しく制限されることから，地元での雇用
を確保する必要性があった．2020 年 3 月 20 日，
国務院弁公庁は「新型コロナの影響に対応し，雇
用の安定を強化する措置の実施に関する見解」ⅵ

（以下，見解と略す）を公表して，6 つの重点と
22 項目から構成される措置を掲げた．

第 1 の重点は雇用優先政策の実施で，企業の操
業再開を支援することや手続きの利便性を高める
こと，また労働者の職場復帰を妨げる不合理な規
則を改正することが挙げられた．また従業員を解
雇しない，あるいは人員整理の規模を抑制した企
業に対しては，前年度の失業保険料を全額還付す
る（ただし，湖北省についてはあらゆる企業を対
象とする）ことが提唱された．

第 2 の重点は「農民工の安全な移動と就業」，
第 3 は「大学生の就業チャネルの拡大」，第 4 は

「生活困窮者への生活費と就業の支援」，第 5 は
「職業訓練と雇用に関わる行政サービスの改善」，
第 6 は「雇用責任の強化」であった．このうち第
4 については，失業保険金の申請期間の延長やオ
ンラインでの受給申請の受付（2020 年 4 月末か
ら）のほか，失業保険に加入しているが受給資格
のない者，たとえば受給期間が満了しても失業状
態にある者の場合は，地元の失業保険金の 80％
を上限として 6ヶ月間は失業補助金を受給できる
ようにした．

また第 6 の「雇用責任」とは地方行政に対する
ものであり，雇用に関連する組織の強化や雇用政
策の実施と監督にさらに力を入れることが要求さ
れた．この中には，調査失業率を毎月公表するこ
とも含まれる．また失業保険基金の黒字額が大き

い地方に対して，職場復帰と生活保障の加速を要
求した．全国の失業保険基金の収支が初めて赤字
となった背景には，この「見解」の作用が大きい
と思われる．

国務院の見解を受けて各地方政府は，それぞれ
の地元の実情に合わせた対応をとった．以下，労
働政策研究・研修機構（2020）がまとめた各地の
具体例に沿って，コロナ対応としての雇用対策の
特徴を見てみると，武漢を含む湖北省は「見解」
公表の 1 週間後に具体的な雇用助成金の一括給付
と就職支援，出稼ぎ農民の職場復帰の支援を打ち
出している．新型コロナの拡大防止期間に救援物
資の生産と配送を行う企業には，従業員ひとり当
たり 2,000 元を一括給付すること，失業保険に加
入済みでかつ失業期間が半年以上の者には 1,000
元を受給すること，大学の新卒を採用しかつ一年
以上の雇用契約を結んだ中小企業には，雇用助成
金を従業員ひとり当たり 1,000 元を給付するこ
と，さらに貧困家庭から雇用する場合は，雇用補
助金はその倍（一人当たり 2,000 元）とすること
が発表された．湖北省の国有企業については，当
該省の大学および湖北籍の新卒者の採用規模を拡
大し，かつ内定取り消しは認めないとした．また
公務員の募集規模も対前年で 20％増とすること
を定めた．

上海は感染対策の物資について緊急生産を行っ
た企業を対象に，職場復帰した労働者 1 人あたり
1,500 元の雇用助成金（ただし 1 企業あたりの申
請は 1 回のみで上限は 500 万元）を給付した．さ
らにコロナで経営難に陥った飲食業，娯楽文化，
交通運輸，旅行業の企業に対して，2019 年の解
雇率が 5.5％以下ならば従業員ひとり当たり 800
元の雇用助成金を一括受給できるようにした．北
京は 4 月以降に中小企業向けの雇用安定助成金と
派遣労働者を含む職業訓練の助成金を打ち出し
た．広東省は，中小零細企業への失業保険料の還
付とともに，建設業者に農民工の「賃金保証金」
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を免除することを認めた．この賃金保証金とは，
2019 年に人力資源社会保障部が立案した農民工
の賃金不払いを防止するための制度であるが，そ
の準備期間を延長するとともに，賃金不払いが 3
年連続でゼロの業者については新たな建設事業の
契約において保証金を免除することとした．また
大学生の雇用機会の拡充に関しては，政府系の事
業者に一定人数の大卒採用を義務化し，実習期間
の最中に契約を結ぶ場合は企業に実習補助金を給
付することとなった．

2　農民工と大卒の雇用保障
このようにコロナ期の雇用対策を労働者につい

てみると，農民工と大卒の新卒者および生活困窮
者を主たるターゲットとしていた．しかしその効
果に関しては，三者の間で相当な差が生じたと考
えられる．それを示唆するのが，調査失業率の推

移である（図 10）．25 歳から 59 歳までのグルー
プの調査失業率は，全体よりも低い水準でおおむ
ね一致した動きを示していており，2020 年の 2
月前後をピークにして同年 12 月にはほぼコロナ
前の水準に戻っている．いっぽう 16 歳から 24 歳
までの若者グループでは，頂点がそれより半年遅
れの 20 年 7〜8 月にずれている．しかも 21 年に
は両グループの差は前年よりも拡大している．

箱﨑（2021）は，この 25 歳を境にした雇用の
明暗の要因を「大卒と農民工の差」として捉えて
いる．箱崎によれば，2020 年の農民工の特徴と
して 5 年前と比べて平均年齢が上昇していること
が挙げられる．15 年には農民工の平均年齢は
38.6 歳であったが，20 年には 41.4 歳になり，既
婚者の比率も 8 割にまで高まった．なお 50 歳以
上の比率が，16 年の 8.1％から 14.2％へと拡大し
ていることにも留意する必要がある．箱崎は子女

図 10　コロナ下の調査失業率

出典：図 8 に同じ
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世代に高学歴化が進んだことに着目し，教育費を
捻出するために親世代の出稼ぎ期間が長期化した
と考える．

ここで前出の「見解」で重点の一つが「農民工
の安全な移動と就業」であったことを想起してほ
しい．すなわち雇用対策には，感染抑制の一環と
して農民工の移動の制限が含まれていた．具体的
には，農民工の健康情報の管理や輸送手段の提供
のほかに，「地元・近場での就業」に対する支援
を強調している．これまで外地に出稼ぎとして就
労していた農民戸籍の住民には，コロナの蔓延を
助長しないよう地元で農業に従事するか，特産品
や環境ツーリズムなどの農村での就業を促進する
というわけである．特に「県城」（日本でいえば，
郡部の中心的な町）を拠点として，都市インフラ
の整備や農業への投資，居住環境の改善を図ると
同時に，これらの事業で雇用機会を創出すること
が提起されている．

調査失業率には，戸籍を地元に有する者と外地
戸籍の者で比較したデータもあるが，地元戸籍の
方が 0.1 から 0.3 ポイントほど高い程度で，25 歳
で分けたグループほどの差はない．したがって，
戸籍よりも年齢の方が失業状態を左右したといえ
よう．25 歳未満の若者は学歴が相対的に高いこ
とから，その失業率が高水準にとどまるのは，大
学・短大卒の就職難を反映しているものと箱崎は
分析する．

高等教育機関の定員増によって大卒・短大卒の
数が増え，供給過剰気味になった．しかし本人ら
は学位取得に費用も労力もかけているので，どこ
でもいいから就職したいという気にはなれないだ
ろう．また今の 20 代は一人っ子世代なので，す
ぐに就職しなくても実家で生活することは可能で
ある．

いっぽう農民工の場合は地元に戻って農業に従
事すれば，失業統計の対象からは外れる．農村の
都市化が進んだために，若い世代の農民工には生

まれてこのかた土を触ったことのない者もいる
が，県城などで新たな雇用機会が提供されれば大
卒者よりも柔軟に就職に踏み切るのではないか．

3　失業保険の新たな包摂と「新業態」
もともと農民工と新卒者は，コロナとは関係な

く失業保険の枠内から外れがちな労働力として，
長年にわたり問題視されてきたⅶ．農民工の場合
は，失業保険に加入するには失業登録を行うこと
が条件であり，かつ受給資格を得るためには，保
険料を 1 年以上納付する必要があった．ところが
農民工は，都市戸籍を持たないために，失業登録
ができないケースが珍しくない．また登録ができ
たとしても，多くの農民工は短期の労働契約を結
んでいるため，一年間連続して保険料を納付する
ことがそもそも困難である．さらに農民工は失業
した場合，しばしば別の都市に移動したり郷里に
帰ったりして仕事を探すので，登録地で月々の保
険給付を受け取ることができない．

この移動に対しては，失業保険条例の第 21 条
により，保険料の納付期間が 1 年以上あれば一次
金として受け取ることも可能である．しかし，肝
心の一時金の給付水準が低すぎるため，生活保障
としての意味は小さい．また農民工にとって不利
なのは，保険料の基準になる賃金の下限規定であ
る．これが保険料の拠出に逆進性をもたらしてい
る．失業保険の保険料率は賃金に対して一律であ
り，租税のように所得に対する累進性はない．た
だし保険料の対象となる賃金については，上限と
下限が設定されている．賃金が勤務地の平均賃金
の 300％を上回る部分については，保険料の納付
対象から控除される．逆に下限は勤務地の平均賃
金の 60% と定められており，実際の賃金収入が
これを下回る場合でも，平均賃金の 60％を対象
に保険料が課される．このため賃金が下回るほど
保険料率は高くなり，相対的負担は重くなる．

また若者の就職難は，計画経済時代から一貫し
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て存在していた．しかし従来型の失業は，低学歴
の単純労働者ほどリスクが高かった．農民工が
次々と市場に参入する状況下では，単純労働力は
供給過剰であり，技術者や管理職が貴重な人材と
して扱われていた．

ところが 2003，4 年頃から沿海部の製造工場で
は，生産現場の人員を募集してもなかなか労働者
が集まらないという傾向が強まっていた．こうし
た単純労働力の調達難は「民工荒」と呼ばれ，農
村の余剰労働力が払底することを予感させた．

これらの新卒の未就業者は，失業保険で救済す
ることはできない．前述したように失業条例によ
れば，失業保険を受給する条件を満たすには，保
険料を 1 年以上継続して納付する必要がある．い
いかえれば，一度も就職したことのない者は，社
会保険料を納付していないので，給付を受ける資
格を有していない．

コロナ禍は，こうした社会保険の制度枠から漏
れてきた人々を失業保険に取り込む契機となっ
た．2021 年 9 月に人力資源和社会保障部と財政
部は連名で「失業保険の保障範囲の拡大に関する
通知」を通達したⅷ．この通知は 8 項目から構成
されており，最初の 1 項目には新型コロナ対応で
あること，意義として窮乏する大衆の保障を補填
し，社会の安定を保つことが挙げられている．そ
の内容は，第 1 に失業保険の意義が失業者の生活
保障にあることを十分認識し，社会の安定を保つ
ことに責任と緊迫感をもって対応するよう呼び掛
けている．

第 2 には，失業保険金を遅滞なく給付すること
を強調し，定年が間近の失業者に対しては給付期
間の延長を提供することとした．2019 年 12 月以
降を対象として，失業保険金の受給期間が期限に
達しているが，まだ失業中でかつ定年退職年齢ま
で 1 年未満の期限を残す者については，定年まで
保険金を継続して受給できるようになった．

第 3 に，農民工への保障範囲を段階的に拡大す

ることも明言され，「失業保険条例」の定めた保
険加入対象の使用者の元で，本人分の失業保険を
納めずに 1 年以上勤続した農民工については，す
みやかに生活補助のための一時金を給付する．
2019 年 1 月 1 日以降に失業した農民工は，保険
加入期間が 1 年未満の者なら，2020 年 5 月から
12 月までに加入先の都市の「低保（最低生活保
障）」の基準に照らして，3ヶ月を超えない範囲で
臨時補助金を月ごとに給付される．都市従業員と
同じ保険料を納付していた農民工の場合は，保険
加入先の地方の規定にもとづいて失業保険金また
は失業補助金を給付される．

その他にも，臨時の価格補助の基準を段階的に
引き上げること，とりわけ失業保険金と失業補助
金の受給者には臨時の価格補助金を現行基準の 2
倍に引き上げること，また保険受給の手続きを簡
素化したり，保険基金の運用リスクを回避するこ
となどが盛り込まれている．さらに省レベルの保
険基金の調整金を有する地方には，それを活用し
て秩序を保ちながら政策を実施するよう呼び掛け
られた．

またコロナ禍は都市サービス業とくに店舗の飲
食業を直撃したが，同時にインターネットをプ
ラットフォームとしてサービスを提供する新しい
業態の需要を増やし，テイクアウトや出前，バー
チャルソフトやゲームなどで雇用を創出した．こ
れらは「新業態」と呼ばれて，雇用確保の有望な
受け皿と考えられるようになった．国家信息中心
と共享経済研究中心（2021）のシェアリング・エ
コノミーに関する報告書によれば，2020 年 11 月
の時点でインターネットをプラットフォームとす
るサービス業者は 8,400 万人にのぼる．またこれ
らとは別にプラットフォーム企業自身の雇用だけ
でも 631 万人に達している．

前出の「見解」にもあるように，就業チャネル
の拡大は雇用政策の重点でもあった．その反面，
インターネットの配車予約サービスで乗客を運ぶ
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運転手やデリバリー業の配達員は，自営業と被用
者のグレーゾーンに位置するため，所属企業が社
会保険料の義務を負うか否かが不明であった．ま
た彼らの勤続時期も柔軟で長期的に安定した雇用
ではないため，社会保険の加入にはハードルが高
かった．

ところが 2021 年の春から，国務院は「新業態」
の従事者の権利保護に乗り出してきた．5 月 26
日には，国務院常務会議が自営業者や新業態の勤
労者の労災保険への加入拡充を提唱し，7 月には
配車，テイクアウト，エクスプレス便の配送員な
どを対象として，労災保険に近い機能の商業保険
を提供する実験を呼び掛けた．

これらの労災保険の実験を参照にして，失業保
険への新業態の加入が模索された．そして 2021
年 5 月 29 日には，広東省の人力資源・社会保障
庁が「広東省の柔軟性就業者の失業保険加入に関
する規則（試行）」ⅸの草案について，パブリッ
ク・コメントを募集し，12 月にはその全文が広
東省人力資源和社会保障庁の公式ホームページに
掲載された．これによれば，広東省には「新業態」
による柔軟な雇用が多いため，この規則は「失業
保険の空白を埋める」ことを目的として打ち出さ
れている．ここで上がった業種・職種は，e-コ
マース，ネット配車サービス，ネット経由の出前

（ケータリング），宅配サービスなど新業態のプ
ラットフォームによって成立する雇用であり，か
つ関連する企業（プラットフォーム，組織など）
と労働関係を結んでいない者，および被用者のい
ない自営業者などを指すとされた．また第 3 条
で，柔軟な働き手の失業保険への加入について
は，当人の希望にもとづくという原則を尊重する
とあり，強制性のない任意加入とすることが明記
されている．

Ⅳ　おわりに
中国の社会保険における制度改革において，失

業保険は存在感が小さかった．1990 年代の改革
の主軸は公的年金であり，2000 年代からは医療
保険が重点に加わった．これに比べて失業保険は
規模が小さく，給付金も生活保障としては不十分
であった．

しかも加入が先行したのは，大企業の正規社員
や「事業単位」の従業員であった．事業単位とは，
政府から独立した公共サービス分野に従事する機
関で，典型例は，学校，病院，博物館，出版社，
放送局などである．その範囲は広く事業内容も多
様であるが，政府の補助金を受けて運営されるこ
とが多く，政府関連団体と捉えることもできる．
事業単位の従業員は，1999 年の失業保険条例に
よって失業保険の対象に組み入れられたが，公務
員に準じる安定的な職場環境であり，失業する確
率は極めて低かった．しかも，賃金は往々にして
地元企業の平均よりも高かった．雇用が不安定で
賃金の安い農民工や就職難で苦しむ新卒の若者た
ちは加入ができないという状況下で，失業保険の
収支は黒字を維持してきたのである．

その意味で，2021 年に「新業態」の従事者を
失業保険に加入させる措置が動いたのは，画期的
であった．また図 8 に示したように，支出の項目
から失業保険金の給付だけでなく，雇用安定補助
が重要な役割を果たしつつあることがわかる．こ
の変化がコロナ対策による一時的なもので終わる
のか，あるいは失業保険から雇用保険へと機能が
拡大する兆しなのかは，まだ断定はできない．し
かしコロナが既存の失業保険の課題を浮かび上が
らせて，対応を迫ったことは確かである．失業保
険の新たな役割がどう展開するのか，今後とも注
視する必要があろう．

注
ⅰ　 国家統計局の 1 月 18 日の発表によると，2020 年の

中国の GDP 成長率は対前年比（実質ベース）で 2.3

パーセントを記録した．
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ⅱ　 復旦大学・経済学部の封進教授は，第 16 回社会保

障国際フォーラムで公的年金に対するコロナ禍の

影響を試算した報告を行い，コロナによる景気
後退と保険料の軽減が都市部の従業員基礎年
金の収入をどれだけ減少させたかを比較する
と、前者はわずか 0.17％にとどまるのに対し
て、後者は 29.82％と大幅なマイナスをもた
らしたと結論づけた（封進 2021）.

ⅲ　 中国の社会保険のうち，個人が保険料を拠出する

ものを「四金」と呼び，個人所得税の控除対象と

する．四金は具体的に，年金（養老保険），医療保

険，失業保険，労災保険で構成される．

ⅳ　 中国の失業率として最も長期にわたって公表され

てきたのは，都市部登録失業率である．しかし都

市戸籍を有し，かつ失業の登録を行わなければ失

業者として統計の対象にならないため，都市部で

働く農村戸籍の勤労者は漏れてしまう．そこで戸

籍の区別をせずサンプル調査を実施して失業率を

算出する方法が採られるようになった．これが調

査失業率である．

ⅴ　 原文は「関於段階性減免企業社会保険費的通知」．

2020 年 2 月 28 日，人力資源和社会保障部・財政

部・税務総局による公式合同記者会見のプレスリ

リースより（ h t t p : // w w w . m o h r s s . g o v . c n /

SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/ 

202002/t20200228_360899.html）

ⅵ　 原文「国務院弁公庁関於応対新冠肺炎疫情影響強

化穏就業挙措的実施意見」2020 年 3 月 20 日，国弁発

6 号文件．http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/ 

2020-03/20/content_5493574.htm

ⅶ　 以下、コロナ前の農民工と新卒者をめぐる失業保険

の課題については、沈潔・澤田（2016：149-152）

による .

ⅷ　 原文は「関於拡大失業保険保障範囲的通知」人社部

発［2020］40 号．2020 年 5 月 29 日公表．http://www.
mohrss.gov.cn//xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/

shbx/202006/t20200609_375841.html

ⅸ　 原文は，「広東省霊活就業人員参加失業保険便法

（試行）」．http://hrss.gd.gov.cn/zcfg/zcjd/
content/post_3694545.html

文献リスト
【中国語】

財政部預算司（2021a）「2020 年全国社会保険基金結余

決 算 表 」http://yss.mof.gov.cn/2020zyjs/202109/

t20210917_3753541.htm, 2022.01.10

——（2021b）「全国社会保険基金収入決算表」http://
y s s . m o f . g o v . c n / 2 0 2 0 z y j s / 2 0 2 1 0 9 /
t20210917_3753546.htm,

——（2021c）「全国社会保険基金支出収入決算表」

2022.01.10 http://yss.mof.gov.cn/2020 
zyjs/202109/t20210917_3753544 .htm, 
2022.01.10

封進（2021）「中国応対疫状的養老保険政策及基対基金

積累的影響」第 16 回社会保障国際フォーラム報告

資料（北星学園大学・8 月 28 日開催）

国家統計局データベース　https://data.stats.gov.cn/e

国家信息中心，共享経済研究中心（2021）「中国共享経

済発展報告 2021」ウェブ版，2 月，http://www.

sic.gov.cn/archiver/SIC/UpFile/Files/Default/ 

20220222100305459566.pdf

【日本語】

沈潔・澤田ゆかり編（2016）『ポスト改革期の中国社会

保障はどうなるのか』ミネルヴァ書房。

箱﨑大（2021）「世界を見る目：コロナ禍から 1 年の中

国の労働市場――農民工と大学卒業生の明暗が別

れる理由」https://www.ide.go.jp/Japanese/

IDEsquare/Eyes/ 2021/ISQ202120_023.html

労働政策研究・研修機構（2020）「新型コロナ感染症と

労働分野における政府の対応」https://www.jil.

go.jp/foreign/jihou/2020/09/china_01.html


